
食品あんしん制度申告書（兼）見積依頼書
下記事項について正確に申告ください。この申告書は、保険会社との契約時に保険申込書に添付しますので、申告内容は告知事項に該当します。申告に誤りがあった場合、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

１．貴社の直近会計年度の、すべての食品種類別年間売上高をご記入ください。
          年      月期決算  　　　※下記売上高がわかる資料もこの申告書に添えて提出ください。
	加工食品　（漬物、ジュース、ジャム等）
	未加工食品　（未包装の野菜や果物等）

	
	＜穀類＞
	＜穀類以外　（野菜・果物等）＞

	食品名
	
	年間売上高
	食品名
	
	年間売上高
	食品名
	
	年間売上高

	(例)　りんごジュース（ビン）
	
	800万円
	（例）　米
	
	6,000万円
	（例） りんご
	
	1,800万円

	(例)　りんごジュース（紙パック）
	
	400万円
	（例）　そば
	
	1,500万円
	（例） ほうれん草
	
	2,000万円

	
	
	万円
	
	
	万円
	
	
	万円

	
	
	万円
	
	
	万円
	
	
	万円

	
	
	万円
	
	
	万円
	
	
	万円

	
	
	万円
	
	
	万円
	
	
	万円

	
	
	万円
	
	
	万円
	
	
	万円

	
	
	万円
	
	
	万円
	
	
	万円


· 穀類とは・・・・ 米、小麦、ライ麦、トウモロコシ（未成熟トウモロコシを除く）、ソバ等をいいます。

なお、未成熟トウモロコシ（含むスイートコーン）は穀類以外に分類しています。


２．下記①、②について「はい」か「いいえ」をお答えください。なお、２項目ともに「いいえ」の場合、この制度によるお引き受けができません。

 ①  原材料の受入検査を行っていますか。                                         □はい／□いいえ

 ②  商品の出荷検査を行っていますか。                                         □はい／□いいえ

· 検査には、一定の基準に基づいた目視検査を含みます。

３．下記①～③について「はい」か「いいえ」をお答えください。なお、①～③のどれかひとつでも「いいえ」がある場合、この制度によるお引き受けができません。

 ①  商品の出荷記録を１年以上保存していますか。                                 □はい／□いいえ

    ※ 出荷記録には、商品の製造日もしくは賞味期限、販売先、販売数量が明記されていることを要件とします。

 ②  貴社の商品には牛関連製品もしくは牛に由来する原材料の使用がない、もしくは使用する製品がある場合はＢＳＥ（狂牛病）対策として、脳、眼、脊髄、回腸遠位部（特定危険部位）が使用されていないことの確認を取っています。
□はい／□いいえ

 ③  過去５年間の貴社のミスを原因とする商品の回収は、１回もありません。 　        　□はい／□いいえ

　　（単なる商品の誤発送による回収等は除く）
他の保険契約等がありますか？

	他の保険契約等の有無

有　　　無
	賠償責任保険金額

（万円）
	品質費用保険金額
（万円）













※欄が足りない場合は、本ページをコピーしてご記入ください。




















様式１





保険料見積依頼の際にご提出ください。





上記に相違ありません。 平成　　 年 　    月　     日





所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





法人名 　       　　　                             





代表者氏名　　 　　　　　   　　 　　　　　 　　    印 





保険料見積算出について


基本契約で希望します。


※　生産物賠償責任保険＋品質費用保険（加工品・未加工品）


品質費用保険（加工品・未加工品）のみで希望します。


（既加入の生産物賠償責任保険証券写しを添付してください。）


生産物賠償責任保険（PL保険）のみで希望します。





第三者機関により認証されたJGAP、GLOBALGAP、HACCP、ISO（ISO9000s・ISO22000のみ）のいずれかを導入しています。


※　認証を取得している事を証明できる書類の写しを添付してください。
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